
事 務 連 絡

平成3 0年 1 0月 3 1日

別記関係団体 御中

厚生労働省保険局医療課

「 」の診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について

一部訂正について

標記について、別添のとおり地方厚生（支）局医療課、都道府県民生主管部（局）国民健康

保険主管課（部）及び都道府県後期高齢者医療主管部（局）後期高齢者医療主管課（部）あて

連絡しましたのでお知らせいたします。



［別記］

公益社団法人 日本医師会
公益社団法人 日本歯科医師会

公益社団法人 日本薬剤師会
一般社団法人 日本病院会
公益社団法人 全日本病院協会
公益社団法人 日本精神科病院協会
一般社団法人 日本医療法人協会
公益社団法人 全国自治体病院協議会
一般社団法人 日本私立医科大学協会
一般社団法人 日本私立歯科大学協会
一般社団法人 日本病院薬剤師会
公益社団法人 日本看護協会
一般社団法人 全国訪問看護事業協会
公益財団法人 日本訪問看護財団
一般社団法人 日本慢性期医療協会
公益社団法人 国民健康保険中央会
公益財団法人 日本医療保険事務協会
独立行政法人 国立病院機構本部企画経営部
独立行政法人 国立がん研究センター
独立行政法人 国立循環器病研究センター
独立行政法人 国立精神・神経医療研究センター
独立行政法人 国立国際医療研究センター
独立行政法人 国立成育医療研究センター
独立行政法人 国立長寿医療研究センター
独立行政法人 地域医療機能推進機構
独立行政法人 労働者健康福祉機構
健康保険組合連合会
全国健康保険協会
社会保険診療報酬支払基金
各都道府県後期高齢者医療広域連合（47ヵ所）

財務省主計局給与共済課
文部科学省高等教育局医学教育課
文部科学省初等中等教育局財務課
文部科学省高等教育局私学部私学行政課
総務省自治行政局公務員部福利課
総務省自治財政局地域企業経営企画室
警察庁長官官房給与厚生課
防衛省人事教育局
大臣官房地方課
医政局医療経営支援課
保険局保険課
労働基準局補償課
労働基準局労災管理課



事 務 連 絡

平成3 0年 1 0月 3 1日

地 方 厚 生 ( 支 ) 局 医 療 課

都道府県民生主管部(局)

御中国 民 健 康 保 険 主 管 課 ( 部 )

都道府県後期高齢者医療主管部(局)

後 期 高 齢 者 医 療 主 管 課 ( 部 )

厚生労働省保険局医療課

「 」の診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について

一部訂正について

、 、 、下記の通知につきまして 別添のとおり一部訂正がありましたので 貴管下の保険医療機関

審査支払機関等へ周知願います。

・ 診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について」「

（平成30年３月５日付け保医発0305第１号 （別添））



（別添）

「診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について」

（平成30年３月５日付け保医発0305第１号）

別添１

医科診療報酬点数表に関する事項

第２章 特掲診療料

第３部 検査

第１節 検体検査料

第１款 検体検査実施料

Ｄ０１４ 自己抗体検査

(12) 抗デスモグレイン３抗体

「 」 、 、ア 29 の抗デスモグレイン３抗体は ＥＬＩＳＡ法又はＣＬＥＩＡ法により

天疱瘡の鑑別診断又は経過観察中の治療効果判定を目的として測定した場合に

厚生労働省 難治性疾患政策算定できる。なお、鑑別診断目的の対象患者は、

研究事業研究班厚生省特定疾患調査研究事業稀少難治性疾患に関する調査研究

による「天疱瘡診断基準」により、天疱瘡が強く疑われる患者とする。班

イ 尋常性天疱瘡の患者に対し、経過観察中の治療効果判定の目的で、本検査と

「36」の抗デスモグレイン１抗体を併せて測定した場合は、主たるもののみ算

定する。

(18) 抗デスモグレイン１抗体

「 」 、 、ア 36 の抗デスモグレイン１抗体は ＥＬＩＳＡ法又はＣＬＥＩＡ法により

天疱瘡の鑑別診断又は経過観察中の治療効果判定を目的として測定した場合に

厚生労働省 難治性疾患政策算定できる。なお、鑑別診断目的の対象患者は、

研究事業研究班厚生省特定疾患調査研究事業稀少難治性疾患に関する調査研究

による「天疱瘡診断基準」により、天疱瘡が強く疑われる患者とする。班

イ 落葉状天疱瘡の患者に対し、経過観察中の治療効果判定の目的で、本検査と

「29」の抗デスモグレイン３抗体を併せて測定した場合は、主たるもののみ算

定する。

Ｄ０２３ 微生物核酸同定・定量検査

(１) クラミジア・トラコマチス核酸検出

ア 「２」のクラミジア・トラコマチス核酸検出と区分番号「Ｄ０１２」感染症

免疫学的検査の「26」クラミジア・トラコマチス抗原定性を併用した場合は、

主なもののみ算定する。

、核酸ハイブリイ クラミジア・トラコマチス核酸検出は、ＰＣＲ法、ＬＣＲ法



、ハイブリッドキャプチャー法 ＴＭダイゼーション法 若しくは、ＳＤＡ法又は

若しくは核酸ハイブリダイＡ法による同時増幅法並びにＨＰＡ法及びＤＫＡ法

による同時検出法 により、泌尿器、生殖器又は咽頭ゼーション法 又はＳＤＡ法

からの検体により実施した場合に限り算定できる。
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